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ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

◎
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
少
な
い
廃
棄
物
）

（
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
少
な
い
廃
棄
物
）

第
一
条

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別

第
一
条

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物

措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物

は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
原
液
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
又
は
ポ

は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
又
は
ポ
リ
塩

リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
若
し
く
は
封
入
さ

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
若
し
く
は
封
入
さ
れ
た

れ
た
物
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
環
境

物
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
環
境
省
令

省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
基
準
）

第
二
条

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

（
新
設
）

ェ
ニ
ル
を
含
む
油
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
の
重
量
に
占
め
る
当
該
廃
棄
物
に

含
ま
れ
て
い
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
重
量
の
割
合
が
、
〇
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
又
は
封
入
さ
れ
た
物
が
廃
棄
物
と
な

っ
た
も
の
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
部
分
の
重
量
に
占
め
る
当
該
部
分

に
含
ま
れ
て
い
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
重
量
の
割
合
が
、
環
境
省
令
で
定

め
る
廃
棄
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
環
境
省
令
で
定
め
る
数
値
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
少
な
い
製
品
）

第
三
条

法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
製
品
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

（
新
設
）

を
含
む
油
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、

若
し
く
は
封
入
さ
れ
た
製
品
で
あ
っ
て
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

（案） 資料５－１
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ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
除
去
し
た
も
の
（
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
使
用
製
品
の
基
準
）

第
四
条

法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

（
新
設
）

ェ
ニ
ル
を
含
む
油
の
重
量
に
占
め
る
当
該
油
に
含
ま
れ
て
い
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ

ェ
ニ
ル
の
重
量
の
割
合
が
、
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
又
は
封
入
さ
れ
た
製
品
の
ポ
リ
塩
化

ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
部
分
の
重
量
に
占
め
る
当
該
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
重
量
の
割
合
が
、
環
境
省
令
で
定
め
る
製
品
の
種
類
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
環
境
省
令
で
定
め
る
数
値
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
す
る
市
）

（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
す
る
市
）

第
五
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
は
、
豊
田
市
、
大
阪
市
及
び
北

第
二
条

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
は
、
豊
田
市
、
大
阪
市
及
び
北

九
州
市
と
す
る
。

九
州
市
と
す
る
。

（
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
の
期
間
）

第
六
条

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

（
新
設
）

高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
保

管
の
場
所
の
所
在
す
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め

る
期
間
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
分
の
期
間
）

（
処
分
の
期
間
）

第
七
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三

第
三
条

法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十

十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
市
の
長
に
よ
る
事
務
の
処
理
）

（
政
令
で
定
め
る
市
の
長
に
よ
る
事
務
の
処
理
）
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第
八
条

法
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
地
方
自
治

第
四
条

法
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
都
市
の
長
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規

規
定
す
る
指
定
都
市
の
長
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規

定
す
る
中
核
市
の
長
並
び
に
大
牟
田
市
の
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定

定
す
る
中
核
市
の
長
並
び
に
大
牟
田
市
の
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定

都
市
の
長
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

都
市
の
長
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

法
の
規
定
中
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
の
長
等
に
関
す
る

法
の
規
定
中
都
道
府
県
知
事
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定
都
市
の
長
等
に
関
す
る

規
定
と
し
て
指
定
都
市
の
長
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

規
定
と
し
て
指
定
都
市
の
長
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
附
則
第
三
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務
）

（
削
る
）

第
五
条

法
附
則
第
三
条
の
政
令
で
定
め
る
事
務
は
、
法
第
八
条
、
第
九
条
、
第

十
二
条
第
二
項
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
務
と
す
る
。

別
表

（
第
六
条
関
係
）

（
新
設
）

高
濃
度
ポ
リ
塩
化

保
管
の
場
所
の
所
在
す
る
区
域

期
間

ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄

物
の
種
類

一

廃
ポ
リ
塩
化

北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮

平
成
二
十
八
年

ビ
フ
ェ
ニ
ル
等

城
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
福
島

八
月
一
日
か
ら

及
び
廃
変
圧
器

県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県

平
成
三
十
四
年

等

、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
、

三
月
三
十
一
日

神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
富
山
県
、

ま
で

石
川
県
、
福
井
県
、
山
梨
県
、
長

野
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知

県
及
び
三
重
県
の
区
域

滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵

平
成
二
十
八
年

庫
県
、
奈
良
県
及
び
和
歌
山
県
の

八
月
一
日
か
ら

区
域

平
成
三
十
三
年
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三
月
三
十
一
日

ま
で

鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広

平
成
二
十
八
年

島
県
、
山
口
県
、
徳
島
県
、
香
川

八
月
一
日
か
ら

県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
福
岡
県

平
成
三
十
年
三

、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、

月
三
十
一
日
ま

大
分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
及

で

び
沖
縄
県
の
区
域

二

前
号
に
掲
げ

北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮

平
成
二
十
八
年

る
も
の
以
外
の

城
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
福
島

八
月
一
日
か
ら

高
濃
度
ポ
リ
塩

県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県

平
成
三
十
五
年

化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
、

三
月
三
十
一
日

廃
棄
物

神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
富
山
県
、

ま
で

石
川
県
、
福
井
県
、
山
梨
県
及
び

長
野
県
の
区
域

岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
三

平
成
二
十
八
年

重
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪

八
月
一
日
か
ら

府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和
歌
山

平
成
三
十
三
年

県
、
鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県

三
月
三
十
一
日

、
広
島
県
、
山
口
県
、
徳
島
県
、

ま
で

香
川
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
福

岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本

県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島

県
及
び
沖
縄
県
の
区
域

備
考一

廃
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
と
は
、
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ

ル
廃
棄
物
の
う
ち
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
原
液
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ

フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
保
管
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容
器
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。

二

廃
変
圧
器
等
と
は
、
高
濃
度
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
う

ち
、
変
圧
器
、
コ
ン
デ
ン
サ
ー
そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
（
蛍
光
灯

用
安
定
器
、
水
銀
灯
用
安
定
器
及
び
ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
用
安
定
器
を
除

く
も
の
と
し
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

。
）
が
廃
棄
物
と
な
っ
た
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
保
管
容
器
が
廃
棄
物

と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。


